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ウウイイルルスス性性肝肝炎炎患患者者にに対対すするる医医療療費費助助成成のの拡拡充充をを求求めめるる意意見見書書

   わが国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者・感染者が約350万人いると推計
されているのは、国の責めに帰すべき事由によるものであるということは、肝炎対策基本法や
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済す
るための給付金の支給に関する特別措置法 」、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支
給に関する特別措置法」でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になっている。
   しかし、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、B型・C型肝炎の根治を目的とし
たインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されており、これら治療法に
該当しない肝硬変・肝がんに対する治療費は助成の対象外である。
   そのため、重度の病態により就労困難な肝硬変・肝がん患者の多くは、経済的に苦しい中で
高額の医療費を負担をせざるを得ない状況にあり、生活に困難を来している。さらに、身体障害
者福祉法上の肝臓機能障害に係る障害認定の基準は患者の実態に沿ったものとなっておら
ず、生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。
   特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法においても「とりわけ肝硬
変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との
附帯決議がなされている。
   よって、国におかれては、次の事項に取り組まれるよう強く要望する。
 
1   ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。
2   身体障害者福祉法上の肝臓機能障害に係る障害認定の基準を緩和し、患者の実態に応
  じた障害者認定制度にすること
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年12月19日���������������徳島県議会議長���杉本�直樹

Copyright(c) 2009 Tokushima Prefectural Assembly.All Rights Reserved�Powered by Joruri

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求... http://www.pref.tokushima.jp/gikai/honkaigi/h25/gi...

1 / 1 14/01/23 16:50


